
一

（
国
土
交
通
委
員
会
）

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
〇

号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
及
び
管
理
の
適
正
化
等
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

特
定
所
有
者
不
明
土
地
と
し
て
、
所
有
者
不
明
土
地
の
う
ち
、
そ
の
利
用
が
困
難
、
か
つ
、
引
き
続
き
利
用
さ
れ
な
い
こ

と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
建
築
物
と
し
て
、
そ
の
劣
化
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も

の
が
存
し
、
か
つ
、
業
務
の
用
そ
の
他
の
特
別
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
な
い
土
地
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

地
域
福
利
増
進
事
業
の
対
象
に
、
災
害
対
策
実
施
の
用
に
供
す
る
備
蓄
倉
庫
、
非
常
用
電
気
等
供
給
施
設
等
の
施
設
及
び

地
域
住
民
等
の
共
同
の
福
祉
等
に
資
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

三

土
地
等
使
用
権
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
、
地
域
福
利
増
進
事
業
の
う
ち
、
事
業
の
内
容
等
を
勘
案
し
て
長
期
に
わ
た
る
土

地
の
使
用
を
要
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
業
に
あ
っ
て
は
、
二
十
年
を
限
度
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

四

市
町
村
長
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の
う
ち
、
所
有
者
に
よ
る
管
理
が
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
管
理
が
実



二

施
さ
れ
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
に
よ
る
、
当
該
土
地
の
周
辺
の
土
地
に
お
い
て
災
害
を
発
生
さ
せ
る

事
態
又
は
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
環
境
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
る
事
態
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
当
で
あ
る
と

認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
の
限
度
に
お
い
て
、
確
知
所
有
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
事
態
の
発
生
の
防
止
の

た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
、
勧
告
、
命
令
及
び
代
執
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

五

市
町
村
長
は
、
管
理
不
全
所
有
者
不
明
土
地
に
つ
き
、
当
該
土
地
の
周
辺
の
土
地
に
お
い
て
災
害
を
発
生
さ
せ
る
事
態
等

の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
民
法
の
規
定
に
よ
る
管
理
不
全
土

地
管
理
命
令
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

六

市
町
村
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
、
所
有
者
不
明
土
地
対
策
計

画
を
作
成
す
る
こ
と
及
び
所
有
者
不
明
土
地
対
策
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

七

市
町
村
長
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
で
あ
っ
て
、
地
域
福
利
増
進
事
業
の
実
施
等
の
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
も
の
を
、
所
有
者
不
明
土
地
利
用
円
滑
化
等
推
進
法
人
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

八

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


